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１
．
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ

の
概
要

　
金
融
分
野
に
お
け
る
裁
判

外
紛
争
解
決
制
度
（
以
下
、

「
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
い
う
）

は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
２

０
１
０
年
４
月
１
日
施
行
）

に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
。

　
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
訴
訟
に

代
わ
る
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、

仲
裁
な
ど
の
当
事
者
間
の
合

意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
方
法

で
あ
り
、
中
立
・
公
正
性
、

簡
易
・
迅
速
性
、
柔
軟
性
、

低
廉
性
に
特
性
が
あ
る
。
ま

た
、
裁
判
で
は
一
般
的
に
時

間
や
費
用
等
の
負
担
が
大
き

く
な
る
た
め
、
裁
判
外
で
ト

ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
制
度
に

よ
り
、
消
費
者
保
護
を
図
る

と
と
も
に
、
金
融
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
消
費
者
の

信
頼
を
向
上
さ
せ
活
力
の
あ

る
金
融
・
資
本
市
場
を
構
築

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。

　
一
般
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
紛

争
の
み
を
取
り
扱
っ
て
い
る

が
、
金
融
ト
ラ
ブ
ル
で
は
紛

争
ま
で
に
は
至
ら
な
い
相
談

や
苦
情
も
多
い
た
め
、
金
融

Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
苦
情
解
決
と
紛

争
解
決
の
両
方
を
対
象
と
し

て
い
る
。

２
．
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ

Ｒ
セ
ン
タ
ー
設
置

前
の
損
害
保
険
協

会
の
苦
情
・
相
談

対
応
等

　（
１
）
損
害
保
険
相
談
室

の
設
置

　
交
通
事
故
が
激
増
す
る

中
、
消
費
者
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
目
的
に
相
談
・
苦
情
の

対
応
体
制
を
強
化
す
る
こ
と

と
し
、
相
談
業
務
と
苦
情
解

決
を
担
当
す
る
損
害
保
険
相

談
室
を
設
置
し
た
（
１
９
６

５
年
）
。

　（
２
）
自
動
車
保
険
請
求

相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　
交
通
事
故
お
よ
び
自
賠
責

保
険
金
請
求
の
増
加
に
伴

い
、
保
険
金
の
請
求
手
続
に

不
慣
れ
な
交
通
事
故
被
害
者

に
対
し
、
悪
質
な
請
求
代
行

を
行
う
者
が
現
れ
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
中
、
保
険
金
の

請
求
相
談
に
関
す
る
社
会
の

要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
自

動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ

ー
を
、
１
９
７
２
年
以
降
、

全
国
54
か
所
に
設
置
し
た
。

　（
３
）
損
害
保
険
調
停
委

員
会
の
設
置
と
紛
争
解
決
業

務
の
活
性
化

　
保
険
審
議
会
答
申
「
損
害

保
険
募
集
機
構
の
改
善
」

（
１
９
６
５
年
３
月
22
日
）

の
指
摘
に
基
づ
き
、
損
害
保

険
業
界
に
お
け
る
中
立
・
公

正
な
紛
争
解
決
機
関
と
し

て
、
損
害
保
険
調
停
委
員
会

を
設
置
し
た
（
同
年
８
月
）。

　
同
委
員
会
は
、
判
例
等
を

参
考
に
し
つ
つ
、
ま
た
、
当

事
者
の
道
義
的
な
責
任
等
も

考
慮
し
て
、
当
事
者
双
方
の

互
譲
の
精
神
に
基
づ
き
柔
軟

な
解
決
を
目
指
す
と
い
う
、

現
在
の
紛
争
解
決
手
続
の
原

型
と
な
っ
た
。

　（
４
）
認
定
個
人
情
報
保

護
団
体
と
し
て
の
苦

情
対
応

　
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
対
象
事

業
者（
会
員
会
社
等
）

に
お
け
る
個
人
情
報

の
適
正
な
取
り
扱
い

の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
金

融
庁
か
ら
認
定
個
人
情
報
保

護
団
体
の
認
定
を
取
得
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
対
象
事

業
者
の
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
苦
情
対
応
業
務

を
開
始
し
た
（
２
０
０
５
年

４
月
１
日
）。

３
．
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
の
設
立

　（
１
）
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ

ン
タ
ー
の
業
務
開
始

　
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布

（
２
０
０
９
年
６
月
24
日
）

を
受
け
て
、
損
害
保
険
協
会

は
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の

指
定
を
受
け
紛
争
解
決
等
業

務
を
実
施
す
る
こ
と
、
指
定

を
取
得
す
る
種
別
は
損
害
保

険
協
会
へ
の
入
会
資
格
に
合

わ
せ
、
損
害
保
険
業
務
、
外

国
損
害
保
険
業
務
お
よ
び
特

定
損
害
保
険
業
務
と
す
る
こ

と
等
を
決
定
し
た
。

　
以
降
、
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
業
務
執
行
体
制
を
決
定

す
る
と
と
も
に
、
指
定
紛
争

解
決
機
関
と
し
て
の
業
務
規

程
を
定
め
、
金
融
庁
か
ら
指

定
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
の

認
可
を
取
得
し
、
そ
ん
ぽ
Ａ

Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
業
務

を
開
始
し
た
（
２
０
１
０
年

10
月
１
日
）
。

　（
２
）
相
談
業
務
等
の
そ

ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
へ
の

統
合

　
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

の
設
立
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
実
施
し
て

き
た
相
談
・
苦
情
や
紛
争
解

決
業
務
は
、
同
セ
ン
タ
ー
へ

の
統
合
が
進
め
ら
れ
た
。

　
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

設
立
時
に
、
調
停
委
員
会
の

紛
争
解
決
業
務
や
認
定
個
人

情
報
保
護
団
体
の
業
務
が
同

セ
ン
タ
ー
に
移
管
さ
れ
、
損

害
保
険
相
談
部
や
自
動
車
保

険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
の
相

談
業
務
も
、
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
の
機
能
拡
大
に
伴

い
移
管
し
た
（
２
０
１
２
年

４
月
１
日
）
。

　
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ

ン
タ
ー
は
、
損
害
保
険
協
会

支
部
が
所
在
す
る
11
か
所
に

再
編
し
、
地
区
セ
ン
タ
ー
と

し
て
、
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン

タ
ー
に
統
合
し
た
（
２
０
１

２
年
４
月
１
日
）
。

　
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

の
体
制
に
つ
い
て
は
、
損
害

保
険
協
会
本
部
に
損
害
保
険

紛
争
解
決
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
本
部
（
後
に
損
害
保
険
相

談
・
紛
争
解
決
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
本
部
と
改
称
）
を
置

き
、
全
国
の
地
区
セ
ン
タ
ー

を
直
轄
す
る
こ
と
と
し
、
各

地
区
セ
ン
タ
ー
で
は
苦
情
対

応
に
加
え
一
般
相
談
に
も
対

応
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま

た
、
東
京
・
近
畿
の
両
地
区

セ
ン
タ
ー
で
は
紛
争
対
応
も

実
施
し
（
交
通
事
故
賠
償
紛

争
解
決
は
東
京
の
み
）
、
交

通
事
故
賠
償
以
外
の
紛
争
事

案
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
東
京
・

近
畿
と
そ
の
他
の
地
区
セ
ン

タ
ー
を
結
び
、
最
寄
り
の
拠

点
で
面
談
（
意
見
聴
取
）
が

で
き
る
体
制
と
し
た
。

４
．
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
の
業
務

　（
１
）
相
談
・
苦
情
対
応

　
損
害
保
険
全
般
（
交
通
事

故
お
よ
び
そ
の
他
損
害
保

険
）
に
関
す
る
相
談
・
苦
情

を
、
全
国
10
か
所
（
２
０
１

７
年
７
月
現
在
）
（
注
）
の

地
区
セ
ン
タ
ー
で
専
門
の
相

談
員
が
受
け
付
け
て
い
る
。

　（
注
）
札
幌
、
仙
台
、
東

京
、
金
沢
、
名
古
屋
、
大

阪
、
広
島
、
高
松
、
福
岡
、

那
覇
の
10
か
所
。

　（
２
）
苦
情
解
決
手
続

　
お
客
様
か
ら
、
保
険
会
社

に
対
す
る
苦
情
の
申
し
出
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
内

容
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
や

苦
情
に
か
か
る
事
情
調
査
を

行
う
と
と
も
に
、
損
害
保
険

会
社
に
対
し
て
苦
情
内
容
を

通
知
（
解
決
依
頼
）
し
、
当

事
者
間
で
の
解
決
を
促
し
て

い
る
。

　（
３
）
紛
争
解
決
手
続

　
申
立
人
と
損
害
保
険
会
社

と
の
間
で
、
苦
情
解
決
手
続

等
に
よ
っ
て
も
解
決
し
な
い

事
案
（
自
賠
責
保
険
金
の
支

払
い
等
に
関
す
る
も
の
を
除

く
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、
申

立
人
は
紛
争
解
決
の
申
し
立

て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

で
実
施
す
る
紛
争
解
決
手
続

に
は
、
契
約
者
・
被
保
険
者

か
ら
の
契
約
の
募
集
、
契
約

の
管
理
・
保
全
、
保
険
金
支

払
い
等
に
関
す
る
申
し
立
て

事
案
を
対
象
と
し
た
一
般
紛

争
解
決
手
続
、
自
動
車
や
自

転
車
事
故
等
の
被
害
者
（
損

害
保
険
会
社
へ
損
害
賠
償
の

直
接
請
求
権
を
有
す
る
者
）

か
ら
の
損
害
賠
償
に
関
す
る

申
し
立
て
事
案
を
対
象
と
し

た
交
通
賠
責
紛
争
解
決
手

続
、
地
震
保
険
の
被
保
険
者

か
ら
の
損
害
認
定
に
関
す
る

申
し
立
て
事
案
を
対
象
と
し

た
地
震
紛
争
解
決
手
続
が
あ

る
。

　
紛
争
解
決
の
申
し
立
て
を

受
け
た
と
き
は
、
専
門
の
知

識
や
経
験
を
有
す
る
紛
争
解

決
委
員
を
選
任
し
、
中
立
・

公
正
な
立
場
か
ら
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
支
援
（
和
解
案
の
提

示
等
）
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
紛
争
解
決
委
員
は
、
和

解
案
で
の
和
解
が
見
込
め
な

い
場
合
に
お
い
て
、
事
案
の

性
質
等
を
踏
ま
え
相
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
損
害

保
険
会
社
に
受
諾
義
務
が
課

さ
れ
る
特
別
調
停
案
を
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
裁
判
（
訴
訟
）
は
事
実
の

認
定
を
行
い
、
当
事
者
双
方

に
一
定
の
強
制
力
を
有
す
る

判
決
が
下
さ
れ
る
の
に
対

し
、
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ

ー
に
よ
る
紛
争
解
決
手
続

は
、
当
事
者
双
方
の
互
譲
に

基
づ
く
解
決
を
目
指
し
て
い

る
。

　
そ
の
た
め
、
当
事
者
双
方

の
主
張
が
大
き
く
異
な
る
場

合
は
、
解
決
が
難
し
い
こ
と

も
あ
り
、
和
解
成
立
の
見
込

み
が
な
い
場
合
に
は
、
和
解

案
が
提
示
さ
れ
ず
に
手
続
き

を
終
了
す
る
事
案
も
あ
る
。

５
．
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ

Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
現

状
と
今
後
の
課
題

　
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

が
取
り
扱
う
紛
争
解
決
件
数

は
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
全
体
の
46
％

を
超
え
る（
２
０
１
５
年
度
）

な
ど
、
社
会
か
ら
の
要
請
は

一
段
と
高
ま
っ
て
い
る
。

　
紛
争
解
決
手
続
事
案
は
、

他
の
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
比
較

に
お
い
て
、
争
い
と
な
る
金

額
が
比
較
的
小
さ
い
事
案
が

多
い
こ
と
、
さ
ら
に
モ
ラ
ル

リ
ス
ク
の
可
能
性
の
あ
る
事

案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
複
雑
な
要
素
を
内
包
し

て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
い
え

る
。
ま
た
、
保
険
会
社
の
対

応
ミ
ス
等
や
保
険
会
社
の
対

応
そ
の
も
の
が
争
点
と
な
る

事
案
か
ら
、
保
険
事
故
の
有

無
、
偶
然
性
、
事
故
と
損
害

と
の
因
果
関
係
が
争
点
に
な

る
事
案
な
ど
、
紛
争
の
原
因

・
背
景
等
を
確
認
す
る
こ
と

が
難
し
い
事
案
も
含
ま
れ
る

た
め
、
よ
り
専
門
的
で
公
正

・
中
立
な
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
２
０
１
５
年
度
以
降
の

優
先
的
課
題
と
し
て
、
紛
争

解
決
手
続
に
お
け
る
面
談
率

（
面
談
実
施
件
数
を
紛
争
解

決
手
続
件
数
で
除
し
て
算
出
）

の
向
上
、
相
談
員
の
相
談
・

苦
情
対
応
力
の
向
上
等
の
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　
今
後
と
も
、
損
害
保
険
の

特
性
を
踏
ま
え
た
相
談
対

応
、
苦
情
お
よ
び
紛
争
対
応

を
進
め
、
金
融
ト
ラ
ブ
ル
に

直
面
す
る
利
用
者
の
満
足

度
、
納
得
感
を
一
層
高
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
11
回
の
今
回
は
、
前
回
に
引
き
続
き
、
消
費
者
保
護
の
推
進
と
し

て
、
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
創
設
等
に
つ
い
て
、
簡
単
に
振
り
返
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集　

 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

消
費
者
保
護
の
推
進
②

―
そ
ん
ぽ
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
創
設
―

【第11回】

苦情・相談　受付件数の推移
1. 「損害保険相談室  業務報告」より（1965年度～2005年度、5年おき）

1965年度 1970年度 1975年度 1980年度 1985年度
苦情 19 苦情 11 苦情 5 苦情 78 苦情 93
質問 1,192 質問 2,639 質問 2,342 質問 2,223 質問 4,356

資料請求 1,692 資料請求 229 資料請求 154 資料請求 237 資料請求 378
計 2,903 計 2,879 計 2,501 計 2,538 計 4,827

1990年度 1995年度 2000年度 2005年度
苦情 35 苦情 63 苦情 402 苦情 1,032
質問 3,516 質問 6,414 質問 9,760 質問 23,991

資料請求 238 資料請求 685 資料請求 1,311 資料請求 0
計 3,789 計 7,162 計 11,473 計 25,023

2. 自動車保険請求相談センター  受付件数（1972年度～2005年度、5年おき）
1972年度 1975年度 1980年度 1985年度 1990年度

相談 33,274 相談 65,598 相談 77,928 相談 86,672 相談 76,864
1995年度 2000年度 2005年度（注）

相談 68,124 相談 75,550 相談 64,760
（注）2004年度より自動車保険請求相談センターにおいても苦情の受付を開始した。（ただし、苦情と相談の内訳数字は不詳）

3. 「お客様の声レポート」より（2006年度～2009年度）
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

苦情 14,727 苦情 17,446 苦情 20,526 苦情 21,292
（うち解決依頼） 1,944（うち解決依頼） 2,131（うち解決依頼） 1,504（うち解決依頼） 1,532

相談 92,230 相談 92,976 相談 76,193 相談 75,556
計 106,957 計 110,422 計 96,719 計 96,848

4. そんぽ ADR センター  受付件数（2010年度～2016年度）
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

苦情 18,420 苦情 18,542 苦情 12,190 苦情 12,344 苦情 11,977
（うち解決依頼） 1,857（うち解決依頼） 2,376（うち解決依頼） 2,595（うち解決依頼） 2,565（うち解決依頼） 3,120

相談 59,242 相談 59,719 相談 30,986 相談 24,395 相談 24,581
計 77,662 計 78,261 計 43,176 計 36,739 計 36,558

2015年度 2016年度
苦情 11,031 苦情 10,138

（うち解決依頼） 4,620（うち解決依頼） 4,412
相談 23,830 相談 25,512
計 34,861 計 35,650

紛争解決手続件数の推移
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

126 360 416 409 520 529 503


